
[様式１]

令和４年度　部局経営方針

部局名 健康長寿部 部局長名 黒木　升男

【総合計画・基本目標】
【基本目標】２　市民が共に支え合い、自立した生活を送る健康長寿のまち
２－２　健康に暮らせるまちづくり
① 保健対策の充実
○ 疾病の早期発見のために、健（検）診を受けやすい体制づくりや周知啓発に努めるとともに、早期治療のために、要精密検査者に対する受診勧奨を行い
ます。
○ 生活習慣病を予防し、健康づくりに取り組めるよう、個々に応じた食事や生活習慣の改善に向けた保健指導に努めます。
○ 生きづらさや深い悩みを抱えている人に気づき、自殺を未然に防ぐことにつなげていけるよう相談窓口の周知啓発に努めます。
○ 新型コロナウイルス感染症など新たな感染症等の情報を収集し、正確な情報提供を行うとともに、関係機関と連携した適切な対応を図ります。
② 医療体制の確保
○ 日向市東臼杵郡医師会や関係機関と連携し、医療人材の確保や地域医療体制の充実に努めます。
○ 地域医療を担う医療人材の負担を軽減し、働きやすい環境をつくるため、かかりつけ医の利用促進や時間外受診の抑制など市民への啓発活動を推進し
ます。
○ 安定した救急医療体制を維持するため、二次救急医療機関に対する支援に取り組みます。
○ 東郷診療所については、地域のかかりつけ医療機関として、持続可能な医療の提供に努めるとともに、新たな施設の整備を進めていきます。

特別会計 0

職　員　数　　　　　　　（人） 当初予算額　　　　　　　　（千円） 令和４年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

（内、育休１）

前年度繰越額（千円）

会 計 年 度
任 用 職 員

26
一般会計 18,000

再任用職員 2

任期付職員 5
【基本姿勢】
　健康長寿部は、「第２次日向市総合計画」の基本理念「人権尊重・市民協働・地域力活用」のもとで、後期基本計画の重点戦略に掲げる「笑顔で暮らせる地
域共生の社会づくり」の実現を目指します。

【総合計画・基本理念】
　健康長寿部は、「第２次日向市総合計画・後期基本計画」に掲げる本市のめざす将来像である「 市民一人ひとりが健康づくりに努め、保健、医療サービス
が充実し、健康寿命が延伸され、元気で明るく笑顔にあふれた健康的な生活を送るまち」を実現するため、高齢者福祉、保健、医療の分野での取り組みを推
進します。

総
合
計
画
に
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づ
く
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局
の
経
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戦
略

部
局
の
経
営
資
源

正　 職 　員
49 一般会計 1,901,306

特別会計 5,903,900
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２－３　高齢者福祉の充実
　高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って、安全で安心して生活できる社会づくりを推進するために、「第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
（令和３年度～５年度）」に基づき、「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推進を図ります。
① 高齢者の社会参加と生きがいづくり
○ 生活支援コーディネーターを活用して、生活圏域ごとにバランスよく生活支援サポーターを養成するとともに、住民主体の介護予防教室の運営支援など、
活動の場の創設に継続して取り組みます。
○ 日向市シルバー人材センターの活動内容や加入のメリットなどについて市広報等で情報発信し、会員拡大を支援します。
○ 高齢者クラブの活動内容や加入のメリットなどについて市広報等で情報発信し、会員拡大を支援します。
○ 高齢者の健康づくりのためのスポーツ活動に対する支援を行います。

② 地域で暮らし続けるための支援の充実
○ 地域ケア会議などを通して、地域課題の把握に努めるとともに、課題解決に向けて、住民が主体となった新たなサービスの充実に努めます。
○ いきいき百歳体操の活動に加え、料理づくりなど「プラスワン」の取組の充実を図ります。
○ 高齢者の移動手段について、旅客自動車運送事業者や関係者と情報交換を行い、地域支援事業によるサービス提供について検討します。
○ 成年後見制度の普及啓発に努め、適切な支援につなげる体制づくりや後見人に対する支援に取り組みます。
○ 認知症高齢者の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で生活できるように、関係機関との連携を強化し、必要な支援に努めます。
○ 地域共生社会の実現に向けて、自助・互助・共助・公助による全世代型地域包括ケアシステムの推進体制を構築します。

③ 介護サービスの充実と持続可能な制度運営
○ 介護給付適正化事業を推進し、適正な介護認定に努め、必要なサービスの提供と費用の効率化に取り組みます。
○ 介護サービスの質の向上を図るために、介護サービス事業所に対する指導や監査を実施します。
○ 介護サービスを安定的に提供するために、介護保険事業計画に基づき必要な介護サービス事業所の整備を行います。
○ 介護サービス事業所と連携を図り、介護人材不足の実態を把握し、介護人材の確保・育成に努めます。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

令和4年度　成果指標

指標の説明 目標値 単位

1

１　未
来へ
つな
げる
人づ
くり

２　安
心し
て産
み育
てる
みん
なで
子育
てプ
ロ
ジェク
ト

５　女
性の
活躍
推進

-

4　中学生・高
校生を含む保
健医療職者を
目指す女性に
対し、地域医
療講演会など
を通して情報
発信を行いま
す。

健
康
増
進
課

　 日向入郷医療圏
域は他の地域と比
べて医師をはじめ医
療従事者が特に少
ない地域です。加え
て、コロナ禍の影響
により看護職も不足
しており、医療人材
の確保が求められ
ています。

-

　「日向市の地域医療を考え
る会」と連携して、地域にお
ける医療の課題や現状を踏
まえた講演会の開催や、中
高生を対象に学習会を企画
します。

　同会の活動の一環と
して、専門職との対話
を通じ地域の医療課題
や現状を把握します。

　地域の医療課題等を
踏まえた講演会を開催
します。また、高校で実
施される「地域課題学
習」との将来的な連携
を視野に中高生を対象
に学習会を企画しま
す。

講演会参
加者

120 人

2

２　活
力を
生み
出す
にぎ
わい
づくり

１　活
力を
生み
出す「
しごと
」 づく
り プ
ロ
ジェク
ト

３　産
業人
材の
確保
と誰
もが
働け
るし
ごと
環境
の充
実

-

2　障害者就労
支援事業の推
進や高齢者の
生きがいにつ
ながる雇用の
創出に努めま
す。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　コロナ禍により受
注先の減少等の影
響により、令和２年
度収入減となってお
り、大変厳しい運営
を迫られています。

シルバー
人材セン
ター支援
に要する
経費

　シルバー人材センターへ
の運営補助を行うとともに、
啓発を通じた受注機会拡大
への支援を行います。

　財政支援を行うとも
に、受注機会の拡大に
つながる啓発活動への
支援を行います。

受注機会の拡大や会
員拡大に向けた啓発、
広報について支援を行
います。

シルバー
人材セン
ターの就
業実績率
（就業実
績／会員
数）

92 ％

3

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

１　住
みな
れた
地域
で暮
らせ
る社
会づ
くりプ
ロ
ジェク
ト

１　高
齢者
の活
動機
会の
充実

生活支援サ
ポーター養成者
数の総

【R1】
189人
↓
【R6】
280人

1　「生活支援
サポーター」の
養成や「いきい
き百歳体操」な
ど住民主体の
介護予防活動
の拡充に取り
組みます。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　「いきいき百歳体
操」などの介護予防
教室を住民主体で
継続的に実施・拡充
するために、「生活
支援サポーター養
成講座」を生活圏域
ごとに実施し「生活
支援サポーター」の
さらなる確保と活用
を図る必要がありま
す。

生活支援
体制整備
事業

「生活支援コーディネー
ター」が中心となって、「生活
支援サポーター」など企画・
運営に携わる人材の確保と
育成を行い、地域住民と連
携した介護予防活動の拡充
を推進します。

　「生活支援サポーター
養成講座」（数回シリー
ズ）を開催し、人材の確
保と育成を図ります。

　「生活支援サポー
ター」が中心となって
「いきいき百歳体操」を
継続的に実施するとと
もに、新たな通いの場
の創設に努めます。

生活支援
サポー
ター養成
者数の総
数

【R1】
189人
↓
【R4】
230人

230 人

R4予算事業名 R4取組内容 R4上半期 R4下半期
番
号

戦略

重点
プロ

ジェク
ト

具体
的な
施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

現状と課題



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

令和4年度　成果指標

指標の説明 目標値 単位
R4予算事業名 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

番
号

戦略

重点
プロ

ジェク
ト

具体
的な
施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

現状と課題

4

生活支援サ
ポーター養成者
数の総
【R1】
189人
↓
【R6】
280人

1　「生活支援
サポーター」の
養成や「いきい
き百歳体操」な
ど住民主体の
介護予防活動
の拡充に取り
組みます。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　「いきいき百歳体
操」などの介護予防
教室を住民主体で
継続的に実施・拡充
するために、「生活
支援サポーター養
成講座」を生活圏域
ごとに実施し「生活
支援サポーター」の
さらなる確保と活用
を図る必要がありま
す。

一般介護
予防事業

「生活支援コーディネー
ター」が中心となって、「生活
支援サポーター」など企画・
運営に携わる人材の確保と
育成を行い、地域住民と連
携した介護予防活動の拡充
を推進します。

　「生活支援サポーター
養成講座」（数回シリー
ズ）を開催し、人材の確
保と育成を図ります。

　「生活支援サポー
ター」が中心となって
「いきいき百歳体操」を
継続的に実施するとと
もに、新たな通いの場
の創設に努めます。

生活支援
サポー
ター養成
者数の総
数

【R1】
189人
↓
【R4】
230人

230 人

5 -

2　「健康」「友
愛」「奉仕」活
動に取り組む
高齢者クラブ
への支援を行
います。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　高齢者クラブ数及
び会員数が年々減
少しており、歯止め
がかからない状況
です。
　令和３年４月現
在、21クラブとなっ
ています。

高齢者社
会参加・
促進事業

高齢者クラブ数及び会員数
の減少に対する施策の検討
を行うため、理事会等に参
加し、意見交換を行い、その
後の施策の検討へとつなげ
ます。

理事会等に参加し、意
見交換を行います。

意見交換した内容をも
とに施策の検討を行い
ます。

理事会等
参加数

3 回

6 -

3　高齢者の生
きがいづくりや
地域の活性化
に取り組むシ
ルバー人材セ
ンターへの支
援を行いま
す。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　コロナ禍により受
注先の減少等の影
響により、令和２年
度収入減となってお
り、大変厳しい運営
を迫られています。

シルバー
人材セン
ター支援
に要する
経費

　シルバー人材センターへ
の運営補助を行うとともに、
啓発を通じた受注機会拡大
への支援を行います。

　財政支援を行うとも
に、受注機会の拡大に
つながる啓発活動への
支援を行います。

受注機会や会員の拡
大を図るための啓発、
広報について支援を行
います。

シルバー
人材セン
ターの就
業実績率
（就業実
績／会員
数）

92 ％

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

１　住
みな
れた
地域
で暮
らせ
る社
会づ
くりプ
ロ
ジェク
ト

１　高
齢者
の活
動機
会の
充実



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

令和4年度　成果指標

指標の説明 目標値 単位
R4予算事業名 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

番
号

戦略

重点
プロ

ジェク
ト

具体
的な
施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

現状と課題

7

１　高
齢者
の活
動機
会の
充実

-

4　高齢者の文
化、スポーツ
活動への参加
を促進します。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　富高四半的道場、
ひまわり卓球場、屋
根付運動広場を活
動の場として提供し
ているが、老朽化が
進んでおり、修繕が
必要な状況です。

高齢者社
会参加・
促進事業

令和４年度に市としての方
針を定めた上で、関係者へ
の説明を行う。

市としての方針を最終
決定する。

関係者への説明会等
実施し、理解を求める。

公共施設
マネジメン
ト会議
ワーキン
ググルー
プ会議開
催数

2 回

8

1　新しい介護
予防・日常生
活支援総合事
業に取り組み
ます。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　移動手段が確保
できない高齢者が
いることなど、住み
慣れた自宅で生活
していくうえで必要
な支援策の検討が
求められています。

介護予
防・生活
支援サー
ビス事業

日向市社会福祉協議会、地
域包括支援センター等の関
係機関と連携し訪問型（移
動支援）のサービス創設に
取り組みます。

関係機関と情報交換を
行い、サービス創設に
向けた検討を行いま
す。

関係機関と情報交換を
行い、地域の実情に応
じてサービスの創設を
行います。

9

2　生活支援
サービス体制
の充実に取り
組みます。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　「圏域別地域ケア
会議」や「協議体」に
おいて、地域住民等
が一体となって地域
資源や支援ニーズ
の把握を行い、地域
の支え合い・助け合
いを促進するため
の基盤整備を図る
必要があります。

生活支援
体制整備
事業

「生活支援コーディネーター」が
中心となって、コロナ禍におい
ても医療・介護の専門職や民
生委員などが連携する「圏域別
地域ケア会議」や地域課題の
抽出を行う「協議体」と同様の
取り組みを検討し課題解決に
努めます。

　コロナ禍においても
「圏域別地域ケア会議」
や「協議体」と同様の取
り組みができるように、
「生活支援コーディネー
ター」等と実施方法の
検討を行います。

地域課題の抽出とその
解決に努めます。

10

3　中重度の要
介護状態に
なっても在宅
生活が継続で
きる体制づくり
に取り組みま
す。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　高齢者の生活全
般にわたるニーズと
社会資源との間に
立って、複数のサー
ビスを適切に結びつ
け、包括的・継続的
にサービス提供を確
保する必要がありま
す。

介護予防
ケアマネ
ジメント事
業

地域包括支援センターと連
携し、高齢者の状態や置か
れている環境等に応じて目
標を設定し、その達成に向
けて支援を行います。

【通年】
　「自立支援型地域ケア会議」の継続開催、研
修機会の充実等に努め、地域における最も身近
な高齢者の相談窓口である地域包括支援セン
ター職員の対応力向上を図ります。

６５歳以上
人口に占
める要介
護（支援）
認定者
（第1号）
の割合
（年度末
時点）

【R1】
13.4％

↓

【R3】
13.4％

13.4 ％

２　地
域包
括ケ
アシ
ステ
ムの
深
化・
推進

６５歳以上人口
に占める要介護
（支援）認定者
（第1号）の割合
（年度末時点）

【R1】
13.4％

↓

【R6】
13.4％

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

１　住
みな
れた
地域
で暮
らせ
る社
会づ
くりプ
ロ
ジェク
ト



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

令和4年度　成果指標

指標の説明 目標値 単位
R4予算事業名 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

番
号

戦略

重点
プロ

ジェク
ト

具体
的な
施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

現状と課題

11

２　地
域包
括ケ
アシ
ステ
ムの
深
化・
推進

-
4　在宅医療と
介護の連携を
図ります。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　日向市・東臼杵郡
の市町村が連携し、
医療機関、介護
サービス事業所等
の住所やサービス
内容等をインター
ネット上に「資源リス
ト」として掲載してい
ますが、更新が不十
分なため活用方法
を検討する必要が
あります。

在宅医
療・介護
連携推進
事業

　関係機関と連携し、「地域
資源リスト」の情報を随時更
新し、有効的な活用に努め
ます。

日向市・
東臼杵郡
の市町村
との協議
を通じ関
係機関へ
の情報更
新の促し

1 回

12

３　認
知症
施策
の充
実

-

1　認知症初期
集中支援チー
ムの活用など
により、認知症
の人が適切な
医療・介護な
どを受けられ
るよう支援しま
す。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　対象者が重症化し
ているケースも見受
けられるため、「認
知症初期集中支援
チーム」を初期段階
から利用できる仕組
みを検討する必要
があります。

認知症総
合支援事
業

「認知症初期集中支援チーム」
に専門医３名、看護師１名、作
業療法士１名、精神保健福祉
士１名の認知症に対する専門
知識と経験を有する職員の適
正配置を行い、症状が重症化
する前に適切な医療が受けら
れるように支援を行います。

関係者会
議

月1回

12 回

13

３　認
知症
施策
の充
実

-

2　認知症サ
ポーターの養
成や認知症カ
フェの開催な
どの支援や啓
発活動に取り
組みます。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　認知症予防は、早
期発見や認知機能
を維持する日頃の
生活習慣が有効で
あることから、地域
住民に対して知識
や理解の普及啓発
に努めるとともに、
認知症に関する相
談・支援体制の充実
に取り組む必要が
あります。

認知症総
合支援事
業

「認知症サポーター」の養成
や「認知症カフェ」の開催に
より、認知症の人とその家族
などの支援や地域への啓発
活動に取り組みます。

　認知症の人やその家
族などが集い、介護者
同士が支え合える場と
しての認知症カフェを継
続して開設します。

　「認知症サポーター」
を養成し、正しい知識
の普及や地域における
理解の促進を図るとと
もに、活動機会の創設
を検討します。

「認知症
サポー
ター」の新
規登録者
数

550 人

【通年】
関係機関と連携し、「地域資源リスト」の情報を
随時更新し、有効な活用を促します。

【通年】
　地域包括支援センター等の関係機関の介入に
より認知症が疑われる人や認知症の人及びそ
の家族を訪問し、アセスメント、家族支援等の初
期の支援や、自立生活のサポートを行うととも
に、進捗については毎月関係者会議において情
報共有を図ります。

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

１　住
みな
れた
地域
で暮
らせ
る社
会づ
くりプ
ロ
ジェク
ト



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

令和4年度　成果指標

指標の説明 目標値 単位
R4予算事業名 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

番
号

戦略

重点
プロ

ジェク
ト

具体
的な
施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

現状と課題

14

３　認
知症
施策
の充
実

-

3　成年後見制
度の利用促
進、相談支援
体制の強化に
努めます。

高
齢
者
あ
ん
し
ん
課

　成年後見制度の
利用が伸びている
なかで、受任できる
専門職の数が不足
しており、日向市社
会福祉協議会が実
施する法人後見は、
その受け皿として、
大きな役割を果たし
ています。

在宅高齢
者支援事
業

　法人後見の体制整備につ
いて引き続き財政的支援を
行うとともに、市民後見人の
育成等必要な支援、連携を
図ります。

　法人後見の体制整備
について引き続き財政
的支援を行うとともに、
市民後見人の育成等
必要な支援、連携を図
ります。

　法人後見事業の実施
状況を適宜把握すると
ともに、意見交換を行う
などして、次年度へ向
けてさらなる連携を図り
ます。

法人後見
受任件数

20 件数

15 -

1　かかりつけ
医の利用促進
や時間外受診
の抑制など市
民への啓発活
動に取り組み
ます。

健
康
増
進
課

　 医師不足の深刻化
により救急医療体制
の維持が危機的な状
況に向かう中、不要不
急の受診は医療現場
に大きな影響を与え
ます。
　 地域の救急医療体
制を守るため、適正受
診について市民の意
識変革、受診行動の
改善を促進し、医師の
負担軽減を図ることが
急務となっています。

地域医療
体制整備
事業

「日向市の地域医療を考え
る会」の活動支援などを通
じ、地域医療を守る取組に
ついて市民の自主・自立的
な活動の育成・強化に努め
ます。

【通年】
○「日向市の地域医療
を考える会」への補助
金交付及び定例会へ
の参加
○「広報ひゅうが」によ
る初期救急診療所の利
用、県北救急医療ダイ
ヤル等の周知

○地域医療講演会の
開催

講演会参
加者

120 人

16

二次救急医療
体制：休日や夜
間

【R1】
365日

↓

【R6】
365日

2　二次救急医
療機関への支
援や県北地域
でのドクター
カー運用に向
けた支援策を
検討します。

健
康
増
進
課

   二次救急医療体
制に必要な休日・夜
間の勤務医の確保
について、依然とし
て厳しい状況が続
いています。
　 二次救急医療を
民間医療機関に依
存している本市にお
いては、安定した救
急医療体制を維持
するための取組が
必要です。

-

　二次救急医療体制の安定
確保に向けた支援策につい
て圏域町村と協議を進めま
す。

○圏域町村との情報共
有
○医療制度改革等の
情報収集

○支援策に係る圏域町
村との協議

二次救急
医療体制
の維持

365 日

１　住
みな
れた
地域
で暮
らせ
る社
会づ
くりプ

ロ
ジェク

ト

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

４　地
域医
療・
救急
医療
体制
の充
実
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管
課
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17

１　住
みな
れた
地域
で暮
らせ
る社
会づ
くりプ
ロ
ジェク
ト

４　地
域医
療・
救急
医療
体制
の充
実

東郷診療所（仮
称）の整備

【R6】
供用開始

4　東郷診療所
の在宅医療な
どの充実や老
朽化した施設
の整備に取り
組みます。

東
郷
診
療
所

　在宅医療の充実
等を図るほか、保健
事業にも積極的に
取り組むこととして
いるが、新型コロナ
のワクチン接種を優
先して対応する必要
がでてきている。施
設整備に向けては
基本計画の作成を
進めています。

東郷診療
所特別会
計

在宅医療の周知を図るほ
か、新診療所の実施設計に
取り組みます。

東郷診療
所の整備
に向けて
の進捗状
況

実施
設計
の策
定

18
がん検診
推進事業

19
特定健
診・保健
指導事業

20

2　子宮がん、
乳がん、大腸
がん検診の対
象者に対し、
無料クーポン
券を発行しま
す。

健
康
増
進
課

　無料クーポン券の
利用率は低い状況
です。
　クーポン券のさら
なる利用促進を図り
ます。

がん検診
推進事業

検診受診の意識付けと検診
を受けやすい体制づくりのた
め、無料クーポン券を送付
するとともに利用について周
知を図ります。

・無料クーポン券の送
付を行います。
・若い世代が受診しや
すいよう休日の検診日
程を設けるなど環境を
整えます。

・クーポン券対象者で
未受診の人に受診勧
奨を行います。

大腸がん
検診クー
ポン券利
用率

25 ％

・見守り訪問や出前授業を行ない在宅医療の周
知を図ります。
・可能な限り事業費の圧縮を図りながら実施設
計を策定します。
・地域医療介護確保基金を活用した補助金な
ど、財源の確保に努めます。

大腸がん検診
受診率（年度末
時点）

【R1】
7.8％

↓

【R6】
12.0％

1　がん検診や
特定健康診査
など検診を受
けやすい体制
づくりや受診
率の向上に向
けた情報発
信、受診勧奨
に取り組みま
す。

健
康
増
進
課

　受診しやすい体制
作りや様々な方法を
用いた受診勧奨に
取り組んでいます
が、受診率は国の
目標値に届いてい
ません。

受診しやすい体制づくりやこ
れまでの周知、啓発に加え
て、若い世代や検診未受診
者に向けた啓発の強化を図
ります。

【通年】
・休日及び夕方検診の実施など、検診を受けや
すい体制づくりを行います。
・様々な方法や媒体を用いて、未受診者の受診
勧奨を図ります。
・関係機関と連携し、健康に関する情報発信に
努めます。

大腸がん
検診受診
率

11 ％

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

２　笑
顔で
暮ら
せる
ス
ポー
ツ・健
康推
進プ
ロ
ジェク
ト

１　健
康づ
くりの
推進
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所
管
課

現状と課題

21

特定健康診査
受診率（年度末
時点）
【R1】
32.0％
↓
【R6】
40.0％

3　特定健康診
査の受診結果
に応じて生活
習慣病の発症
予防や重症化
の予防など適
切な保健指導
を行います。

健
康
増
進
課

　特定保健指導実
施率は国の目標値
に達していますが、
特定健診受診者で
受診勧奨判定値と
なった者の医療機
関受診率が低いた
め、保健指導を充実
していく必要があり
ます。

特定健
診・保健
指導事業

・食事や生活習慣の改善に
向けた保健指導の充実に努
めます。
・継続的に保健指導を行うこ
とにより、重症化予防につな
げます。

特定保健
指導実施
率

75 ％

22 -

4　食生活改善
に向けた講習
会の開催や訪
問による適切
な指導を行い
ます。

健
康
増
進
課

　コロナ禍により、定
例会や講習会など
の活動が行えてい
ない状況がありま
す。

食生活改
善推進事
業

食生活の改善に向けたリー
フレットの配布や少人数、短
時間での教室の開催などコ
ロナ禍でも実施可能な活動
に取り組みます。

地区での講習会や啓発
の方法等について企
画、立案し、感染状況
に応じ、開催します。

地域活動の充実を図る
ため、新規推進員の養
成を行います。

食生活改
善推進員
講習会の
実施回数

12 回

23

２　自
殺予
防対
策の
充実

-

1　悩みや不安
を抱える市民
が相談できる
窓口の周知に
努めます。

健
康
増
進
課

　「こころの電話帳」
を作成し、区を通じ
て世帯配布を行うと
ともに、薬局、スー
パーなどに配布して
相談先の周知を
図っています。区未
加入世帯、若い世
代へのさらなる周知
を図る必要がありま
す。

自殺対策
事業

引き続き、相談窓口の周知
を行います。特に全国的に
自殺者数が増加している若
年者、女性に向けての周知
啓発の強化を図ります。

【通年】
健診や市ホームページ
等様々な機会や媒体を
用いて、相談窓口の周
知を行います。

「こころの電話帳」の作
成、配布を行います。

「こころの
電話帳」
配布数

20,000 部

【通年】
・引き続き重症化予防連絡票を活用した医療機
関への受診勧奨を行います。
・健診結果説明会や骨密度測定会など様々な
機会を活用して、対象者に合わせた保健指導を
行います。

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

２　笑
顔で
暮ら
せる
ス
ポー
ツ・健
康推
進プ
ロ
ジェク
ト

１　健
康づ
くりの
推進
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24 -

2　自殺予防対
策を支える人
材を育成する
ため、ゲート
キーパー研修
を開催します。

健
康
増
進
課

　市職員、高齢者支
援施設関係者を対
象としたゲートキー
パー研修を実施しま
した。引き続き研修
を通して、自殺のサ
インに気づき、適切
な対応ができる人を
育成していく必要が
あります。

自殺対策
事業

引き続きゲートキーパー研
修を開催し、ゲートキーパー
の知識を持った人材を増や
していきます。

ゲート
キーパー
研修の開
催

3 回

25 -

3　自殺予防週
間・自殺対策
強化月間にお
ける啓発活動
に取り組みま
す。

健
康
増
進
課

　自殺予防週間、自
殺対策強化月間に
合わせパネル展示
などの啓発を行って
います。周知、啓発
方法を検討し、幅広
い世代にさらなる周
知を図る必要があり
ます。

自殺対策
事業

9月の自殺予防週間、3月の
自殺対策月間にあわせて啓
発を行います。

９月の自殺予防週間に
あわせ、パネル展示、Ｆ
Ｍひゅうが、広報ひゅう
がを活用した啓発を行
います。

　３月の自殺対策強化
月間にあわせ、パネル
展示、ＦＭひゅうが、広
報ひゅうが等を活用し
た啓発を行います。

自殺予防
週間、自
殺対策強
化月間に
おける周
知啓発

4 回

26

３　感
染症
予防
対策
の推
進

-

1　予防接種の
実施により感
染症の予防に
努めます。

健
康
増
進
課

　コロナワクチン接
種を行うにあたり、
医療機関の通常業
務に上乗せして協
力をお願いすること
となり、医療機関の
負担がかなり大きい
ことが課題となって
います。

新型コロ
ナウイル
スワクチ
ン接種推
進事業

コロナワクチン接種について、
市民の皆さんの健康と暮らしを
守るため、医療機関等と連携し
て、個別接種及び集団接種を
実施し、新型コロナウイルス感
染症の予防、重症化リスクの軽
減に努めます。

　初回（１、2回目）接
種、追加（3回目、4回
目）接種及び小児（5歳
～11歳）の希望者に対
し、医療機関と連携し
接種を進めます。

今後の接種体制やワク
チンの管理などについ
て、国県からの情報に
注視しながら、医療機
関と連携し進めます。

コロナワク
チン追加
（3回目）
接種対象
者におけ
る接種率

70 ％

【通年】
市職員、関係機関・団体を対象にゲートキー
パー研修を実施します。

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

２　笑
顔で
暮ら
せる
ス
ポー
ツ・健
康推
進プ
ロ
ジェク
ト

２　自
殺予
防対
策の
充実



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト 【健康長寿部】

令和4年度　成果指標

指標の説明 目標値 単位
R4予算事業名 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

番
号

戦略

重点
プロ

ジェク
ト

具体
的な
施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

現状と課題

27

３　笑
顔で
暮ら
せる
地域
共生
の社
会づ
くり

２　笑
顔で
暮ら
せる
ス
ポー
ツ・健
康推
進プ
ロ
ジェク
ト

３　感
染症
予防
対策
の推
進

-

2　感染症に関
する正しい知
識の普及に取
り組み、拡大
防止に努めま
す。

健
康
増
進
課

　新型コロナウイル
ス感染症について
は、広報ひゅうがに
毎月記事を掲載しま
した。ＦＭひゅうがで
の周知、市ホーム
ページでの情報発
信などで感染状況
に応じた啓発を行い
ました。

感染症対
策に要す
る経費

感染状況に応じ、感染防止
対策について市民への周知
啓発を行い、感染拡大防止
に努めます。

ホーム
ページ以
外の感染
症に関す
る周知啓
発回数

12 回
【通年】
　広報ひゅうがやホームページ、ＦＭひゅうが等
の媒体を用いて啓発に取り組みます。



様式１－３　その他に取組む重点事業 【健康長寿部】

番
号

基本
目標
名称

施策名称
具体的
な施策
名称

所管
課

予算事
業名

現状と課題 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

1
2　健
康福
祉

2　健康に
暮らせる
まちづくり

②　医
療体制
の確保

健康
増進
課

救急医
療体制
整備事
業

　 今般の医療制度改革
により本市の医療提供
体制も大きな影響を受
けることが予想されま
す。
   安定した救急医療体
制を維持していくことが
求められます。

　 初期救急及び二次救急医療
体制の医療環境を維持するた
め、引き続き、日曜・祝日在宅当
番医制を維持するほか、二次救
急医療施設に対する補助を行い
ます。
　また、市職員を対象にＡＥＤを
用いた救急法講習会を実施し、
市庁舎等での不測の事態に備
えます。

○日曜・祝日在宅当番医事業及
び日曜在宅歯科当番医事業の
実施（通年）
○救急法講習会の実施

○医師会との意見交換を実施
○二次救急医療施設に対する
補助金交付

2
2　健
康福
祉

2　健康に
暮らせる
まちづくり

②　医
療体制
の確保

健康
増進
課

地域医
療体制
整備事
業

　地域医療を取り巻く環
境は、医師の高齢化や
医師・診療科の偏在な
どにより厳しさを増して
います。
　 医療人材の負担軽減
を図るなどの地域医療
を守る取組が必要です。

　「日向市東臼杵郡医師会」と連
携しながら大学や医療関係者、
医学生等との関係構築を図り、
医療人材の確保に向けた取組を
継続します。
　 また、かかりつけ医の利用促
進、時間外受診の抑制、地域医
療に関する市民意識の醸成に努
めます。

○ 「日向市の地域医療を考える
会」の活動支援（通年）

○医師会との意見交換を実施
○「日向の医療について語ろう
会」の開催（本資出身又はゆかり
のある医師や医学生など医療関
係者による意見交換）
○地域医療講演会の開催

3
2　健
康福
祉

3　高齢者
福祉の充
実

③　介
護サー
ビスの
充実と
持続可
能な制
度運営

高齢
者あ
んし
ん課

【介護特
会】任意
事業

　居宅介護支援事業所
の介護支援専門員が作
成したケアプランが、ケ
アマネジメントのプロセ
スを踏まえ、自立支援等
に資するよう、平準化を
図る必要があります。
　そのため、質の高いケ
アプランを作成するため
の全体研修や、ケアプラ
ン作成に必要なアセスメ
ントや課題整理のため
の技術の向上が課題と
なっています。

法的根拠に基づいたケアプラン
作成ができるよう、研修会を開催
します。
また、居宅介護支援事業者、地
域包括支援センター、行政との
連携を強化し、誰とでも相談でき
る体制を整えます。

集団指導
６月～８月：１回

対象者：
　地域包括支援センター
　居宅介護支援事業所
　（看護）小規模多機能型居宅介
護支援事業所

研修会の開催
１０月～１２月：１回

対象者：
　地域包括支援センター
　居宅介護支援事業所
　（看護）小規模多機能型居宅介
護支援事業所



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】

番
号

基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

1 健康長寿部
疾病予防や健康づくり、感染防止対策な
どについて情報発信に取り組みます。

2 健康長寿部

　季節に合わせた疾病や怪我、ワクチン
接種などの健康増進につながる情報を
発信します。
　また、新診療所整備についての進捗状
況についての情報も随時発信します。

3 健康長寿部 健康増進課
健康に関する幅広い情報発信に取り組
みます。

4
市民ニーズ
の的確な把
握

健康長寿部
高齢者あん
しん課

　「第８期日向市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（令和３～５年）」につ
いて、有識者委員、専門職委員、市民代
表委員で組織する策定委員会を開催し
ます。

5 職員の育成
災害に対す
る職員対応
能力の強化

健康長寿部 全課
○市職員を対象にＡＥＤを用いた救急法
講習会を実施します。

○救急法講習会の実施

6
市民に開か
れた市役所
づくり

窓口サービ
スの充実

健康長寿部 全課
　関係課で構成する窓口サービス向上委
員会に参加し、窓口利用者の利便性の
向上に取り組みます。

7
情報公開と
個人情報の
保護

情報公開制
度と個人情
報保護制度
の適正な運
用

健康長寿部 全課
　情報公開制度に基づき、適正な運用に
努めます。

【通年】
　窓口サービス向上委員会への参加を行い、窓口利用者の利便性の向上に向けた
改善策等を協議します。

【通年】
　広報ひゅうがやホームページ、ＦＭひゅうが等の様々な媒体を用いた周知啓発を
行います。

【通年】
・東郷診療所での新型コロナウィルスワクチン接種体制案内
・各種疾病や怪我についての解説
・新診療所整備についての情報

【通年】
広報ひゅうがやホームページ、ＦＭひゅうが等の様々な媒体を用いた周知啓発を行
います。

広報・広聴
活動の充実

市政の情報
発信の充実

全課

【通年】
　情報公開制度に基づき、適正な運用に努めます。

【通年】
　策定委員会において、委員の専門的知見に基づいた進捗状況の検証を行いま
す。

市民に信頼され
る行政サービス
の提供



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】

番
号

基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

8
計画的な行
政経営の推
進

事務事業の
見直し

健康長寿部 全課

　ＰＤＣＡサイクルの充実強化を図りなが
ら事務事業の必要性や効果、コストを総
合的に判断し統廃合を含めた事務事業
の見直しに取り組みます。

　次年度予算編成に向けた調査等の機
会を活用し、事務事業の見直しに取り組
みます。

　事務事業の見直し結果を踏まえ、次年
度予算要求を行います。

9
民間活力の
活用

健康長寿部
高齢者あん
しん課

　行政サービスの質の向上や効果的・効
率的な業務遂行を目的として民間委託、
指定管理者制度等の活用などに取り組
みます。

10
職員の働き
方改革

健康長寿部 全課
引き続き、業務の状況に応じて、時差勤
務制度の活用を図ります。

11
公営企業等
の経営健全
化

健康長寿部 東郷診療所
地域のかかりつけ医療機関として、住民
との関係性を高め、診療収入の改善を図
ります。

12 健康長寿部 全課
　「日向市補助金交付ガイドライン」に基
づき各補助金を効果的・効率的にかつ適
正に運用します。

　補助事業の適正な評価と見直しを行い
ます。

　適正な評価と見直しの結果に基づき、
次年度予算要求を行います。

13 健康長寿部 健康増進課

　救急勤務医支援事業補助金について、
令和６年から適用される「医師の働き方
改革」を考慮し、補助制度を継続（次回の
見直しは令和５年度）します。
　引き続き、コロナ感染症や医療制度改
革の動向を注視しながら検討を行いま
す。

－ －

14
未来につなげる
財政運営

自主財源の
確保

債権管理の
推進

健康長寿部
高齢者あん
しん課

　会計年度任用職員（介護保険料徴収業
務）を活用した電話・文書・訪問による催
告を実施するとともに、高額滞納者への
滞納処分を強化します。また、介護保険
料滞納による給付制限の周知等の制度
啓発を行い、納付意識を高めていきま
す。

　滞納者の財産調査を進め、高額滞納者
への滞納処分を実施します。また、窓口
等での納付指導では、保険料滞納に伴う
給付制限について詳細な説明を行い、納
付意識を高めます。
　令和４年９月末時点での普通徴収収納
率について、現年度分45％、滞納繰越分
15％を目指します。

　令和４年度末の普通徴収収納率につい
て、現年度分90％（5月末）、滞納繰越分
40％（3月末）を目指します。

補助金等の
見直し

見守り訪問や出前授業等の実施により、在宅医療の周知を図るとともに、住民との
関係性を高め、在宅医療の利用者や外来患者の増に務めます。

【通年】
　老人福祉センター、養護老人ホーム等の公の施設管理について、引き続き指定
管理者制度により民間活力を活用します。

【通年】
業務マニュアルの作成(見直し)等により業務の効率化を図るとともに、時差勤務制
度を活用した時間外勤務の縮減や振休・年休の取得の推進に努めます。

効果的・効率的
な行政経営の
推進

行政運営の
効率化の推
進

未来につなげる
財政運営

適正な財政
運営



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【健康長寿部】

番
号

基本方針 取組項目 実施項目 部局 所管課 R4取組内容 R4上半期 R4下半期

15
使用料、手
数料の見直
し

健康長寿部
高齢者あん
しん課

　公共施設の使用料・手数料の見直しに
ついて財政課等庁内関係各課の検討状
況も参考にしながら検討を進めます。

16
広告掲載事
業の拡充

健康長寿部 健康増進課

　「広告付きＡＥＤ設置事業」を活用して
令和３年度に設置した７台について、維
持管理は設置者である広告代理店にお
いて負担されます。

－ －

【通年】
　使用料等の見直しについて、調査・研究を進めます。

未来につなげる
財政運営

自主財源の
確保


